
 
令和５年８月３１日 

 

令和６年度の財政投融資計画要求書 

(機関名：自動車安全特別会計（空港整備勘定）) 

 

１．令和６年度の財政投融資計画要求額

(単位：億円、％)

金額 伸率

(1)財政融資 494 1,185 △691 △ 58.3

(2)産業投資 － － － －

うち 出　資 － － － －

うち 融　資 － － － －

(3)政府保証 － － － －

うち 国内債 － － － －

うち 外　債 － － － －

うち 外貨借入金 － － － －

494 1,185 △691 △ 58.3

対前年度比

合　　　計

区　　分
令和６年度
要   求   額

令和５年度
計   画   額

 

２．財政投融資計画残高 

(単位：億円、％)

金額 伸率

(1)財政融資 7,111 6,838 272 4.0

(2)産業投資 － － － －

うち 出　資 － － － －

うち 融　資 － － － －

(3)政府保証 － － － －

うち 国内債 － － － －

うち 外　債 － － － －

うち 外貨借入金 － － － －

7,111 6,838 272 4.0

対前年度比

合　　　計

区　　分
令和６年度末
残高（見込）

令和５年度末
残高（見込）



３．事業計画及び資金計画 

事業計画 (単位：億円)

1,988 1,826 162

(内訳)
1,988 1,826 162

令和６年度
要   求   額

令和５年度
計   画   額

増　減

事業計画の合計額

空港整備事業

区　　分

 

 

資金計画 (単位：億円)

1,988 1,826 162

494 1,185 △691

財政融資 494 1,185 △691

産業投資 － － －

政府保証 － － －

1,494 641 853

一般会計より受入 315 273 41

空港使用料収入 2,094 1,638 456

地方公共団体工事費負担金収入 90 83 7

国債整理基金特別会計へ繰入 △327 △339 11

その他 △678 △1,015 337

増　減

事業計画実施に必要な資金の合計額

(財源)
財政投融資

自己資金等

区　　分
令和６年度
要   求   額

令和５年度
計   画   額

 

 

 

 

 

 



財政投融資を要求するに当たっての基本的考え方 

 (機関名：自動車安全特別会計（空港整備勘定）) 

 
＜官民の役割分担・リスク分担＞ 
１．政策目的の実現に必要な範囲内で、金融・資本市場に関与するに際し、官民の適切

な役割分担がなされているか。 
 

羽田空港及び福岡空港等の国際航空輸送網及び国内航空輸送網の拠点となる空

港（拠点空港）の機能強化については、我が国の国際競争力強化のために必要不可

欠な、極めて公益性が高い事業である。 

なお、空港整備事業は、空港法に基づき、成田国際空港・関西国際空港・大阪国

際空港・中部国際空港以外の拠点空港の設置・管理は国土交通大臣が行うこととさ

れている。 
 
２．官民が適切にリスク分担し、民間企業のモラルハザードを防止しつつ、適度な支援

を行っているか。 
 

拠点空港の整備は、国が受益者負担による収入（空港使用料や航空機燃料税等）

にて行ってきたところであるが、新型コロナウイルスの影響により、航空需要は過

去に例を見ない規模で大幅な減少が続いていることから、国内外の交流や国民生

活、経済活動を支える航空ネットワークの維持を図るため、空港使用料等の引き下

げ等を行っている。 

そのため、コロナ禍からの回復後のインバウンド受入に不可欠な、空港機能強化

等の空のインフラに係る令和６年度分の整備は、財政投融資により実施することを

想定しており、結果として、航空・空港会社等の経営基盤強化に資することが想定

される。 

 
＜対象事業の重点化・効率化＞ 
３．「民間にできることは民間に委ねる」という民業補完性を確保する観点から、対

象事業の重点化や効率化をどのように図っているか。 

 
空港整備事業は、空港法に基づき、成田国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・

中部国際空港以外の拠点空港の設置・管理は国土交通大臣が行うこととされている

が、コロナ禍からの回復後の需要回復・拡大に的確に対応するための拠点空港の整

備等、施策の重要性という観点から対象事業の重点化を図っている。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜財投計画の運用状況等の反映＞ 

４．財投編成におけるＰＤＣＡサイクルを強化する観点から、財投計画の運用状況を財

政投融資の要求内容にどのように反映しているか。 

 

来年度以降、拠点空港の機能強化事業の実施にあたっては、コスト削減を継続的

に実施することなどにより、財政投融資を適切に運用してまいりたい。 
 

(参考：過去３カ年の財政投融資の運用残額) 

           ２年度   ３年度   ４年度 

   運用残額    －    ３億円    83 億円 

      運用残率    －     0.2%        3.9% 
 
＜その他＞ 
５．上記以外の特記事項 
 
  特になし。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)「運用残率」は、改定後現額(改定後計画＋前年度繰越)に対する運用残額の割合(％)。 



成長戦略等に盛り込まれた事項について 

 (機関名：自動車安全特別会計（空港整備勘定）) 

 

「経済財政運営と改革の基本方針２０２３」、「新しい資本主義のグランドデザイ

ン及び実行計画2023改訂版」及び「デジタル田園都市国家構想（基本方針・総合戦

略・当面の重点検討課題）」に盛り込まれた事項に関する要求内容 

 

経済財政運営と改革の基本方針２０２３（令和５年６月16日閣議決定）（抄） 

第２章 新しい資本主義の加速 

２．投資の拡大と経済社会改革の実行 

（２）グリーントランスフォーメーション（ＧＸ）、デジタルトランスフォーメー

ション（ＤＸ）等の加速 

（グリーントランスフォーメーション（ＧＸ）） 

船舶・航空・鉄道等の輸送分野については、カーボンニュートラルポートの形成

やゼロエミッション船の開発・導入のほか、低燃費機材導入や運航改善と併せて、

国産の持続可能な航空燃料（ＳＡＦ）を国際競争力のある価格で安定供給できる体

制を構築する。 

 

（５）インバウンド戦略の展開 

（持続可能な形での観光立国の復活） 

訪日外国人旅行消費額５兆円の早期達成に向け、アドベンチャーツーリズム等の

特別な体験の提供等の支援、新たな観光コンテンツ創出、文化財等の夜間活用、民

間活力等による国立公園・国民公園や公的施設の魅力向上、医療ツーリズムの推進、

高付加価値旅行者の誘客の集中的支援、航空便回復・ＣＩＱ等の受入環境整備、伝

統芸能等における外国人対応の推進、クルーズの再興と拠点形成、観光地へのアク

セス向上、消費税免税制度の適正利用の促進、観光外交の推進を含む戦略的なプロ

モーション、日本酒・焼酎・泡盛等のユネスコ無形文化遺産への早期登録、ＭＩＣ

Ｅ誘致・開催、ＩＲ整備、アウトバウンド・国際相互交流の拡大等を強力に推進す

る。 

 

５．地域・中小企業の活性化 

（「シームレスな拠点連結型国土」の構築と交通の「リ・デザイン」） 

中枢中核都市等を核とした広域圏の自立的発展と「全国的な回廊ネットワーク」

の形成を通じた交流・連携の強化、国際競争力の強化のため、高規格道路、整備新

幹線、リニア中央新幹線、港湾等の物流・人流ネットワークの早期整備・活用、航

空ネットワークの維持・活性化、モーダルコネクトの強化、造船・海運業等の競争

力強化等に取り組む。 

 

 

 

 



財政投融資の要求に伴う政策評価（基本的事項） 

 (機関名：自動車安全特別会計（空港整備勘定）) 

 

１．政策的必要性 

 
拠点空港の機能強化等については、我が国の国際競争力強化を図るにあたり、コ

ロナ禍からの回復後の航空需要を受け入れていくために必要不可欠な極めて公益

性が高い事業であり、着実に推進して所定の時期に完成させるためにも、低利かつ

超長期・固定の財政融資が必要である。 

 

 

 

２．民業補完性 

 
空港整備事業は、空港法に基づき、成田国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・

中部国際空港以外の拠点空港の設置・管理は国土交通大臣が行うこととされてお

り、他の特殊法人、地方公共団体、民間等が実施する事業との重複は排除されてい

る。 

また、今後増大する航空需要を担うため、国による拠点空港の整備は必要である。 

 

 

 

３．有効性 

 
拠点空港の機能強化に低利かつ超長期・固定の財政融資を充てることにより、航

空需要は過去に例を見ない規模で大幅な減少が続いている状況下においても、空港

整備が可能となり、コロナ禍からの回復後の航空需要受け入れに寄与する。 

 

 

 

４．その他 

 

拠点空港の機能強化により年間発着容量が拡大し、旅客数等が増加することが期

待され、事業完了後において安定的に債務を返済することが可能になると見込まれ

る。 

 

 

 

 

 



４ 年 度 決 算 に 対 す る 評 価 

 (機関名：自動車安全特別会計（空港整備勘定）) 

 

１．決算についての総合的な評価 

 

空港整備勘定は、航空事業者等からの空港使用料収入、一般会計からの繰入金、

借入金等を財源として、空港整備事業、環境対策事業、航空路整備事業、空港等の

維持運営等を実施している。 

４年度は、国際競争力の強化に向けて、羽田空港における空港機能の拡充や防

災・減災対策等のほか福岡空港滑走路増設事業等を実施した。また、財政融資資金

借入金の償還により借入金残高は282億円減少した一方、新たに財政融資資金より 

1,469億円の借入を行ったことにより借入金残高が同額増加した。 

収納済歳入額は4,403億円、支出済歳出額は3,715億円であった。 

 

（参考：４年度決算） 

 

 

２．決算の状況 

 

（１）資産・負債・資本の状況 

該当なし。 

 

（２）費用・収益の状況 

該当なし。 

 

 

（単位：億円）

当初計画 補正 現額 実績 繰越 差額

事業費 2,037 － 2,863 1,960 774 129

維持運営費 1,494 － 1,504 1,422 0 82

国債整理基金特別会計へ繰入 333 － 333 318 － 15

その他 18 － 18 15 0 3

（支出計） 3,883 － 4,719 3,715 775 229

一般会計より受入 315 － 315 315 － －

空港使用料 933 － 933 928 － △ 5

借入金 1,645 － 2,095 1,469 544 △ 83

その他 991 － 1,386 1,691 19 324

（収入計） 3,883 － 4,729 4,403 563 237


